
1．開示等における注意事項 

（１）開示等の対象とならない情報について 

 以下に該当する場合は、開示等の対象外となります。 

・該当する個人情報が無い場合 

・当社が業務を受託している場合等、当社に開示等の権限がない場合 

・法令等により開示等の対象外とされている場合 

（２）開示等の対応ができない場合について 

以下に該当する場合は、開示等の対応はできません。 

・ご本人からのご請求であることが確認できない場合 

・代理人のご申請に際して、代理権が確認できない場合 

・ご提出いただいた申請書類や手数料等に不備があった場合 

・法令等により開示等を行わなくてよいとされている場合 

（３）その他 

・開示等のご請求について、当社は法令等を鑑み合理的な範囲で対応いたします。 

・開示および利用目的の通知のご請求については、１回の請求につき最大 10件までとしていただきますようお願い

いたします。  

・開示等のご請求により当社が取得した個人情報については、開示等の手続きに必要な範囲内でのみ利用いたしま

す。なお、ご提出いただいた各書類はご返却せず、当社にて適切に処分いたします。 

・ご請求内容や本人確認書類、書面による開示をご希望の場合の手数料等に不備がある場合、その旨および再請求

をご案内します。ただし、当該ご案内から２週間を経過しても再請求が無かった場合は、ご請求は無効とさせて

いただきますのでご注意ください。 

・必要書類の印刷・コピー代、本人確認種類の取得費、郵送料など、開示等請求に関する諸費用は、全てご請求者様

のご負担とさせていただきます。 

 

２．本人確認書類・代理人における本人確認書類 

（１）本人確認書類 

以下のいずれかの写しを１点ご用意ください。 

「住民票」、「運転免許証」、「パスポート」、「各種健康保険の被保険者証」、「個人番号カード（表面のみ）」 

※本籍地が記載されたものについては、本籍地を隠してコピー等をして下さい。 

※「各種健康保険の被保険者証」のコピーをご提出いただく場合は、「保険者番号及び被保険者記号・番号」を隠し

た上でご提出下さい。 

（２）代理権を確認できる書類および代理人の本人確認書類（代理人の方のご請求の場合 

委任者ご本人の確認書類に加えて、以下の書類が必要です。 

① 法定代理人の場合（以下の２つが必要です。） 

・戸籍抄本や成年後見登記事項証明書など、法定代理権を確認できるもの 

・代理人の本人確認書類 

「住民票」、「運転免許証」、「パスポート」、「各種健康保険の被保険者証」、「個人番号カード（表面のみ）」の写し 

② 任意代理人の場合（以下の２つが必要です。） 

・当社指定の委任状（委任者の署名および捺印のあるもの）〔次ページ〕 

・代理人の本人確認書類 

「住民票」、「運転免許証」、「パスポート」、「各種健康保険の被保険者証」、「個人番号カード（表面のみ）」の写し 

※「各種健康保険の被保険者証」のコピーをご提出いただく場合は、「保険者番号及び被保険者記号・番号」を隠し

た上でご提出下さい。 

 

 


